
公 示

道路連送法第５章（自家用自動車の使用）及び第６章（雑則）に規定する

申請に関する審査基準並びに標準処理期間

制 定 平成１４年 １月３１日 九運公福第６７号

一部改正 平成１８年 ９月２９日 九運公第３５号

一部改正 平成２９年１２月２６日 九運公第５７号

一部改正 令和 ２年１１月２７日 九運公第６４号

一部改正 令和 ３年 ７月３０日 九運公第４６号

一部改正 令和 ３年 ９月２４日 九運公第６０号

道路運送法（昭和２６年法律第１８３号。以下「法」という。）第５章（自家用自動車

の使用）及び第６章（雑則）に規定する許可申請について、事案の迅速かつ適切な処理を

図るため、審査基準及び標準処理期間を、下記のとおり定めたので公示する。

平成１４年１月３１日

九州運輸局長 谷 口 克 己

記

１．自家用自動車の有償運送の許可(法第７８条第３号)

(1) 公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、地域又は期間を限定して

運送の用に供するものであると認められること。

(2) 輸送の安全及び利用者保護の観点から問題のない運送形態であること。

２．自家用自動車の有償運送の登録(法第７９条)

(1) 交通空白地有償運送については、令和２年１１月２７日付け国自旅第３１６号に

定める処理方針による。

(2) 福祉有償運送については、令和２年１１月２７日付け国自旅第３１７号に定める

処理方針による。

(3) 国家戦略特別区域法第１６条の２の２に定める自家用有償観光旅客等運送につい

ては、平成２９年１２月７日付け国自旅第２１５号の２に定める処理方針による。

３．自家用自動車の貸渡しの許可(法第80条第1項)

貸渡し人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡しについては、各運輸支局

長が定める審査基準による。

４．貨物自動車運送事業者に対する有償旅客運送の許可(法第八三条)

(1) 公共の福祉を確保するためやむを得ない場合であると認められること。

(2) 輸送の安全及び利用者保護の観点から問題のない運送形態であること。



５．標準処理期間

いずれも一ケ月とする。ただし別に定めがある場合はこの限りでない。

附 則

１．本基準は、平成１４年２月１日以降に当局管内の支局において受け付ける申請につ

いて適用するものとする。

２．本基準中、引用している各通達は、申請窓口に備え置くものとする。

附 則

１．本基準は、平成１８年１０月１日以降に当局管内の支局において受け付ける申請に

ついて適用するものとする。

附 則（平成２９年１２月２６日 九運公第５７号）

１．本基準は、平成２９年１２月２６日以降に当局管内の支局において受け付ける申請

について適用するものとする。

附 則（令和２年１１月２７日 九運公第６４号）

１．本基準は、令和２年１１月２７日以降に当局管内の支局において受け付ける申請

について適用するものとする。

附 則（令和３年 ７月３０日 九運公第４６号）

１．本基準は、令和３年８月１日以降に当局管内の支局において受け付ける申請につい

て適用するものとする。

附 則（令和３年９月２４日 九運公第６０号）

１．本基準は、令和３年１０月１日以降に当局管内の支局において受け付ける申請につ

いて適用するものとする。


